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【体育館】

⑴　使用時間が2時間を超える場合は、1時間ごとに基本使用料の5割を加算する。
　　 ただし、1時間未満は1時間として取り扱う。

⑵　使用時間は、準備、使用後の整理及び原状回復に要する時間を含む。

○施設使用料

倉敷市
倉敷勤労者体育センター

こんなことに使用されています！

倉敷勤労者体育センターとは
　勤労者の体力増進と福祉向上を図り、雇用の促進と定着を図るために、
倉敷市が設置した施設です。
　使用については、支障のない場合につき、働く人以外の場合でも可能です。

○バドミントン ○卓球

○トレーニング

○バレーボール

○バスケットボール

○ソフトバレーボール

〇 周辺地図

１　アリーナ使用料 （単位：円） ２　その他施設使用料 （単位：円）

バレーボール 1コート トレーニング室（1人につき）

バスケットボール 1コート

同上 半コート

バドミントン 1コート

卓球 1台

その他 全面

同上 半面

使用区分

580
580
290

870
430

金額

(2時間まで)

1,170
1,170

金額

(2時間まで)

210

使用区分



①【アリーナ】

・バスケットコート1面 ・バトミントンコート３面
・バレーコート１面 ・卓球台

②【トレーニングルーム】

・ランニングマシーン

・ベンチプレス　など

③【ロビー】 ④【更衣室】

○休館日         水曜日および休日の翌日
　　                       ※「水曜日」または「休日の翌日」が休日にあたる場合は、
　　                       　　その日以降最も近い日（土・日を除く）
　　                       年末年始（１２月２８日～１月４日）

○使用時の注意点
・使用の際は、必ず室内用シューズを着用してください。

○開館時間　　平日　　　　            １３：００～２１：００
　　　　　　　　 日曜日および休日　　　９：００～１７：００

平面図１階 平面図２階

①

②
③

④

〇施設利用の手順
⑴ 使用予約

使用予約は使用日の１か月前の同日から、窓口または、電話で受付けます。

・受付時間

窓口：（平日） 開館日の１３：００～２１：００の間

（日・祝）開館日の ９：００～１７：００の間

電話：（平日） 開館日の１３：００～２０：００の間

（日・祝）開館日の ９：００～１６：００の間

⑵ 使用許可申請

窓口にて使用許可申請書を提出・記入し、使用料を支払い後（※）、使用許可書

を

受け取ってください。（使用許可申請書は、窓口に設置しています。）

・事前に使用予約をしていなくても、予約が入っていなければ、当日使用すること

も

可能です。空き状況を施設職員にご確認ください。（使用許可申請は必要です。）

（※）使用者の都合で使用を中止した場合、あらかじめお支払いいただいた使用料

は返金できません。ただし、災害等やむを得ない事情により、使用できなかった場


